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１．業務核都市の名称及び範囲 
（１）業務核都市の名称  土浦・つくば・牛久業務核都市 
（２）業務核都市の範囲 

   ①範囲  土浦市，つくば市，牛久市 
        総面積 約 ４３，６２９ｈａ 
   ②業務核都市及びその区域の設定理由 

      土浦市，筑波研究学園都市（つくば市）及び牛久市は，茨城県南

部地域にあって，東京都区部と JR 常磐線，国道 6 号によって結ば

れており，今後はつくばエクスプレスや首都圏中央連絡自動車道の

整備により東京都区部や成田国際空港へのアクセス向上が図られる

地域である。また，土地区画整理事業や市街地再開発事業により，

中核的施設及び業務施設等の用に供する土地の確保が容易である。

現在，この地域は，筑波研究学園都市の研究開発機能や教育・文化

機能，土浦市の商業・業務機能等の集積が進んでおり，牛久市も筑

波研究学園都市と連携した業務機能等の集積が見込まれている。ま

た，地理的，交通的な結び付きが強く，適切な機能分担を図りなが

ら整備を進めることにより，全体として，県南部地域の経済，社会，

生活における中心都市としての機能をさらに高めることが可能であ

り，東京都区部からの諸機能の分散の受け皿として，県としてもそ

の整備に積極的に取り組んでいるところである。 
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２．業務核都市の整備の方針に関する事項 
（１）整備の基本的方向 

  （将来像） 
    東京都区部や成田国際空港との交通利便性等を活かし，東京都区   

部に集積する諸機能の受け皿として，また，日本を代表する科学技術

の拠点である筑波研究学園都市を核とする地域として，研究開発機能

や研究開発関連の中枢管理機能に加え，国際交流，情報サービス等の

諸機能の導入を促進する。これにより，国際性を備え，科学技術関連

の高度な集積を特色とし，茨城南部自立都市圏の中心となる業務核都

市を目指す。また，筑波山や霞ケ浦等の豊かな自然環境を活かすとと

もに，業務機能等の配置との関連に配慮した住宅を整備することによ

り，ゆとりと潤いのある職住近接型の居住環境づくりを進める。 
  （計画フレーム） 
    ２０２０年の人口は，約５０万人になるものと見込む。この際，  

茨城南部自立都市圏形成上の核としての役割に配慮し，従業人口は約   

２５万人，就業人口は約２２万人，就従比はおおむね１．１４になる

ものと見込む。 
（２）整備の方針 

   ①広域的位置付け 
     「第四次全国総合開発計画（昭和 62 年 6 月）」，「第四次首都圏基

本計画（昭和 61 年 6 月）」において，土浦・筑波研究学園都市は諸

機能集積の核となる業務核都市として位置付けられ，その後におい

ても，「２１世紀の国土のグランドデザイン（全国総合開発計画）」

（平成１０年３月）による，ネットワーク型の地域構造への転換を

受け，「第五次首都圏基本計画」（平成１１年３月）で，土浦市，つ

くば市，牛久市を中心とする地域については，国際性，科学技術関

連の高度な集積を特色とした業務核都市として育成・整備すること

とされている。 
 また，茨城県が策定した「グレーターつくば構想（平成 2 年 4 月）」    

では，土浦，つくば，牛久都市圏について，地域の特性を活かしな

がら，研究開発，業務，商業，レクリエーション機能等の集積によ

って，世界に貢献する地域の形成を図り，首都東京への一極集中的
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な構造を緩和し，茨城県南部地域の中心的都市として，２１世紀に

ふさわしい新市街地の形成を目指すとされている。 
     さらに，「茨城県長期総合計画（改定）（平成１３年度～平成１７

年度）」では，土浦・つくば・牛久業務核都市においては，業務施設

集積地区の整備とともに，研究開発・国際交流などの機能の導入を

図り多様な就業の場を確保するなど，自立性の高い都市づくりを進

めていくこととされている。 
②現況と課題 
（a）人口，人口動態等 

      人口は，399,774 人（平成１２年１０月１日現在）であり，人

口増加率は，平成７年～１２年で平均年率０．９％増と県全体の

伸び率（０．２％増）に比べ高い伸びを示している。年齢構成（平

成１２年）では 0～14 才が 15.2％，15～64 才 71.3％，65 才以上

13.5％となっており，生産年齢人口の割合が比較的高い。 
      一方，就従比は１．０５，昼夜間人口比率は１．０４であり（平

成１２年）東京から比較的自立した地域である。 
    （b）産業構造 
      産業別の総生産額（平成１２年度実数）とその構成比は，第１

次，第２次，第３次それぞれ 134億円（0.9％），4,226億円（27.1％），

11,543 億円（74.0％）である。第 3 次産業の構成比がきわめて高

く，第 3 次産業の総生産額は県全体の 17％を占めている。中でも

サービス業については，県内でのシェアが 18.5％と高い割合を占

めているが，研究開発型企業等のニーズに対して，今後とも一層

の集積促進が必要である。 
（c）機能集積 

      筑波研究学園都市においては，研究開発機能，教育・文化機能

等の集積が進んでおり，土浦市，牛久市においては，商業・業務，

教育・文化，レクリエーション等の機能が集積している。今後は，

筑波研究学園都市について国際性を備えた科学技術中枢拠点都市

としての整備を推進するとともに，土浦市，牛久市においてこれ

を補完する機能の一層の集積を図り，三極一体となった地域の形

成が期待されている。 
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（d）広域交通体系 
      当地域は，ＪＲ常磐線，国道 6 号，常磐自動車道によって東京 

都区部と国道４０８号によって成田国際空港と直結している。 
また，地域内では，筑波研究学園都市と土浦市は土浦境線により，

筑波研究学園都市と牛久市は学園西大通り線等により，土浦市と

牛久市はＪＲ常磐線と国道６号により，それぞれ結ばれている。

これらの交通網の中で，ＪＲ常磐線は土浦駅以南の混雑率が非常

に高く，国道６号においては交通渋滞の生じる地点があり，東京

都区部との円滑な交流に支障をきたしている。また，国道４０８

号は交通量の増大により混雑度が高まっているなど，当地域と他

の業務核都市や主要都市を結ぶ道路網の充実が必要である。また，

今後一層の業務集積を図るためには，業務施設集積地区相互の連

絡強化が必要である。 
③機能の配置及び整備方針 
（業務系） 

      研究学園中央地区では，研究開発機能を核として，科学技術を

中心とした国際的な交流機能の展開を図る。また，土浦駅周辺地

区では，業務機能に加え，対事業所サービス，広域商業等の諸機

能の集積を図るとともに，牛久北部地区では，筑波研究学園都市

と連携した，研究開発関連等の業務機能の集積を図る。 
      なお，諸機能の導入に際しては，東京都区部からの移転を積極

的に誘導する対策を講じる。 
（工業系） 

      東京都区部，成田等との近接性や筑波研究学園都市における研

究開発機能の立地を活かし，つくばテクノパーク桜，テクノパー

ク土浦北等の工業団地において，エレクトロニクス，バイオテク

ノロジーや新素材など高付加価値型の先端技術産業の集積を図る。 
（住宅系） 
 業務機能の集積に伴って生じる住宅需要に応えるため宅地開発

及び住宅供給を推進し，職住近接が確保された良好な居住環境の

形成を図る。このため，業務機能の配置との関連に配慮し，住宅

地の整備を推進することとし，これまでに，田村・沖宿地区，永
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国地区，桜・柴崎地区において整備が完了したところであり，引

き続き，牛久北部地区，東下根地区等において整備を推進する。 
  （緑地系） 

      筑波山や霞ケ浦等の豊かな自然環境を活かしたレクリエーショ  

ン機能の充実を図るため，これまでに湖畔プロムナードを整備し

てきたところであり，引き続き，霞ヶ浦総合公園等の整備に努め

る。 
    （複合市街地系） 
      つくばエクスプレス沿線，土浦学園線沿線において，業務，商

業，文化，居住等の多様な機能を集積し，業務施設集積地区と連

携した複合的な市街地整備を図る。 
④業務施設集積地区配置の方針 
（a）各業務施設集積地区の配置 

      土浦駅周辺地区，研究学園中央地区及び牛久北部地区の 3 つの  

業務施設集積地区を配置する。 
（b）業務施設集積地区間の機能分担の方向 

      土浦駅周辺地区は，業務，商業，文化，医療・福祉機能等を，

研究学園中央地区は，高度な研究開発機能と科学技術分野を中心

とする国際的交流機能等を，牛久北部地区は，筑波研究学園都市

の研究開発機能と関連した業務機能等を担い，３地区が相互に補

完しつつ業務機能等の立地促進を図る。 
（c）業務施設集積地区相互等を連絡する交通体系の概要 

      研究学園中央地区と土浦駅周辺地区は土浦境線により，研究学  

園中央地区と牛久北部地区は学園西大通り線等により，土浦駅周  

辺地区と牛久北部地区は JR 常磐線と国道 6 号により，それぞれ  

連絡されている。今後，国道 6 号バイパス，荒川沖木田余線等の  

整備により，業務施設集積地区間の交流の円滑化を図るとともに，  

交通需要に応じて業務施設集積地区相互を連絡する新交通システ  

ムの導入を検討する。 
⑤広域交通体系整備の方針 
（a）広域幹線道路 

      成田国際空港，他の業務核都市，県内の主要都市等との交通  
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円滑化のため，首都圏中央連絡自動車道，国道 408 号バイパス等

の整備を促進する。また，東京都区部との交通の円滑化のため， 
国道６号バイパスの整備を促進する。 

（b）都市内道路網 
      当地域と首都圏中央連絡自動車道との連絡を強化するため，土

浦竜ヶ崎線等の整備を推進する。また，業務施設集積地区間等の

円滑な交流が図られるよう，荒川沖木田余線等の道路の整備を行

う。 
（c）鉄軌道 

      牛久北部地区においてＪＲ常磐線の新駅であるひたち野うしく

駅が開業した。また，東京都区部と筑波研究学園都市を結ぶつく

ばエクスプレスは平成１７年秋に開業予定である。さらに，土浦

駅前地区及び牛久北部地区と東京都区部とのアクセス向上を図る

ため，ＪＲ常磐線の東京駅乗り入れについて関係者と調整するほ

か，業務施設集積地区間の連携を強化する観点から，交通需要に

応じて土浦駅周辺地区と研究学園中央地区，研究学園中央地区と

牛久北部地区を結ぶ新交通システムの導入を検討する。 
（d）ヘリポート 

      筑波研究学園都市に往来する研究者等の利便性の向上を図るた

め，群馬，栃木とのネットワークづくりに努めるなど，つくばヘ

リポートの一層の活用を図る。 
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３．業務施設集積地区の区域及び整備の方針に関する事項 
（１）業務施設集積地区の区域 

   ①地区名  土浦駅周辺地区 
    位置    土浦市川口一・二丁目，港町一丁目の一部，桜町一・ 
         二・三・四丁目，有明町，大和町，中央一・二丁目，城        

北町，東崎町，大手町，大町，文京町，千束町，生田町        

の一部，田中一・二・三丁目の各一部，立田町の一部，        

真鍋一丁目，真鍋新町の一部，湖北一丁目，湖北二丁目       

の一部 
          （別表１に掲げる区域） 
    面積    約  ３１５ｈａ 
    区域設定の理由 

  土浦駅周辺地区は，東京都区部から約 60km に位置し，常磐自動

車道，国道６号，ＪＲ常磐線により東京都区部等へのアクセスが容

易である。また，県内第２位の商業都市の中心部として，商業，業

務機能等の集積が高く，文化会館，ホテル等の都市機能も集積して

いるほか，駐車施設も整備されている。これらに加え，土浦駅前地

区市街地再開発事業が完了するとともに，隣接する土浦駅前北地区

等でも市街地再開発事業の構想が進められていることから，業務施

設用地等の確保が容易な地区である。 
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②地区名  研究学園中央地区 
    位置    つくば市上沢，大穂，立原，南原，旭，西沢，西原，        

北郷，花畑一・二・三丁目の各一部，天王台一・二・三

丁目，天久保一・二・三・四丁目の各一部，春日一・二 
・三・四丁目の各一部，吾妻一・二・三・四丁目の各一

部，竹園一・二・三丁目の各一部，東新井の一部，千現

一・二丁目の各一部，並木一丁目，並木四丁目の一部，

梅園一丁目，梅園二丁目の一部，稲荷前の一部，東一丁

目，東二丁目の一部，長峰，二の宮一・二・三・四丁目

の各一部，小野川の一部，松代一・二・三・四丁目の各

一部，西郷の一部，大わし，藤本，八幡台，観音台二・

三丁目，高野台一丁目，高野台二・三丁目の各一部，松

の里，西の沢，池の台，若葉の一部，牧園の一部 
          （別表２に掲げる区域） 
    面積    約 １，７８８ｈａ 
    区域設定の理由 
     研究学園中央地区は，東京都区部から約 60 ㎞，成田国際空港か

らは約 40 ㎞という距離に位置し，東京都区部とは常磐自動車道に

より結ばれている。今後は，つくばエクスプレスや首都圏中央連絡

自動車道の整備により，東京都区部や他の業務核都市との交通アク

セスの向上が見込まれる地区である。 
     当地区には３３の国等の試験研究・教育機関を始め民間の研究所

等が立地し，日本を代表する研究開発の拠点となっている。また，

つくば研究支援センター，つくば国際会議場等の研究交流機能，つ

くば文化会館アルス等の文化機能に加え，業務，商業機能等の集積

が進んでいる。 
     当地区は，業務施設集積を図るための用地が都市基盤整備公団に

より計画的に整備されており，業務施設用地等の確保が容易である。 
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③地区名  牛久北部地区 
    位置    牛久市中根町，東猯穴町，東大和田町，下根町の各一

部 
（別表３に掲げる区域） 

    面積   約 １７５ｈａ 
    区域設定の理由 
     当地区は，東京都区部とＪＲ常磐線，国道６号により結ばれてお

り，ＪＲ常磐線・ひたち野うしく駅の開業によりさらに東京都区部

へのアクセスが向上した。また，首都圏中央連絡自動車道の整備に

より，成田国際空港にも約３０分でアクセスが可能になる。さらに，

筑波研究学園都市の中心部へも学園西大通り線等により容易にアク

セス可能である。 
     牛久市は，この交通利便性等を背景として，近年人口の伸びと共

に商業等の集積が進んでおり，当地区も今後筑波研究学園都市の研

究開発機能と連携した業務機能等の集積が期待できる地区である。 
    県としても，土浦市，筑波研究学園都市とともに茨城県南部地区の

中心を形成する都市として，当地区への業務，商業機能等の育成整

備を図っているところである。 
     また，当地区は，都市基盤整備公団の特定土地区画整理事業によ

り，業務施設用地等の確保が容易である。 
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（２）業務施設集積地区の整備の方針 
①土浦駅周辺地区 

    （a）地区整備の目的 
       茨城県南部地域の中心としての商業，業務機能等の集積を背   

景に，業務管理機能，広域商業等の諸機能の導入・整備を図る

拠点として整備するとともに，就業機会の確保により，職住が

近接した地域社会を実現し，茨城県南部地域の自立性の向上を

目指す。 
    （b）導入・整備すべき機能 
       これまでの都市機能の集積を活かし，商業，業務，文化，医療・

福祉機能の一層の整備を図る。このため，高度な情報通信基盤

の整備を推進する。 
    （c）機能の配置及び整備の方針 

    ニューメディアを活用した産業の活性化，文化機能の向上を   

図るため， 駅前地区等をサービスエリアとするＣＡＴＶについ

て整備・拡大するとともに，メディアセンター等の整備を図る。 
    （d）公共施設等の整備方針 
       魅力的な都市空間の形成と都市機能の一層の充実を図るため，

駅前北再開発地区等において，業務施設， 商業施設， 宿泊施設，

住宅等が一体となった複合施設の整備を行う。 
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②研究学園中央地区 
(a)  地区整備の目的 

       筑波研究学園都市における研究開発機能等の一層の整備と，  

これを支援する業務機能，国際交流機能等の導入を図る拠点と

して整備する。また，就業機会の確保により，職住が近接した

地域社会を実現し，茨城県南部地域の自立性の向上を目指す。 
(b)  導入・整備すべき機能 

         科学技術中枢拠点都市にふさわしい研究開発機能，国際交流

機能等の諸機能の整備・導入を図るとともに，商業，教育・文

化機能の育成整備を図る。また，職住近接に配慮した住宅機能

などの整備促進を図る。 
(c)  機能の配置及び整備の方針 

         これまでに，スポーツ大会，音楽コンサート等市民の多様な

活動の場となる市民交流センターや国際・研究交流の拠点とな

るつくば国際会議場が整備された。さらに，国際的な研究開発

機能の集積を踏まえ，国際会議の開催と連動した展示，催事等

の機能を持つコンベンションホールを整備する。 
         また，駐車場需要の増加に対応するため，これまでに，つく

ば南駐車場を整備した。さらに，（仮称）２０街区立体駐車場，

（仮称）東立体駐車場，（仮称）北立体駐車場，（仮称）天久保

立体駐車場，（仮称）南２立体駐車場などの立体駐車場を整備す

る。 
(d)  公共施設等の整備方針 

        国際都市の玄関としてふさわしい賑わいを創出するつくば新

駅関連施設等の整備を図る。また，平成６年に施行された茨城

県景観形成条例に基づき調和のとれた良好な都市景観の形成を

図る。 
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③牛久北部地区 
(a)  地区整備の目的 

      筑波研究学園都市の持つ国際的な研究開発機能や成田国際空

港への近接性を背景に，研究開発機能と連携した業務機能等  

の集積を図る拠点として整備する。また，就業機会の確保によ  

り，職住が近接した地域社会を実現し，茨城県南部地域の自立 
       性の向上を目指す。 

(b)  導入・整備すべき機能 
        筑波研究学園都市に展開される国際的な研究開発機能との効  

果的な連携のもとに， 業務機能や文化，商業等の機能の導入を

図る。また，中高層を中心とした住宅を供給し職住が近接した  

都市整備を図る。 
(c)  機能の配置及び整備の方針 

        研究学園都市の持つ国際的な研究開発機能と連携する業務機  

能の集積を促進するため，業務の利便性を高める諸機能を備えた

インテリジェントビルとして牛久フロンティア・ ビジネスパ－

クを整備する。 
        また，牛久北部東立体駐車場を計画的に整備する。 

(d)  公共施設等の整備方針 
        これまでに，ＪＲ常磐線の新駅としてひたち野うしく駅が開設

されアクセスが向上したところであり，さらに，牛久北部地区で

の教育・文化機能等を高めるため小中学校等を整備する。 
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④業務施設集積地区の機能分担の方向 
    土浦駅周辺地区は，業務，商業，文化，医療・福祉機能等を，研

究学園中央地区は，高度な研究開発機能と科学技術分野を中心とす

る国際的交流機能等を，牛久北部地区は，筑波研究学園都市の研究

開発機能と関連した業務機能等を担い，３地区が相互に補完しつつ

業務機能等の立地促進を図る。 
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４．中核的施設の整備に関する基本的な事項 
（１）中核的施設の整備に関する基本的な事項 

①土浦駅周辺地区 
[中核的民間施設] 

種    類 
施 設 名 

分類 施設の区分
位 置 規 模 機   能 備考 

土浦ケーブ

ルテレビ 
政-4 放送施設 土浦市

大和町

等 

ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ

内世帯数

約 33,000
世帯 

有線テレビ

ジョン放送

のための施

設 

完 成 

(平成5年 

 11月) 

※配信 

エリア 

拡大中 
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②研究学園中央地区 
[中核的民間施設] 

種    類 
施 設 名 

分類 施設の区分
位 置 規  模 機   能 備考 

つくば南駐

車場 
政-7 駐車場 つくば

市竹園 
敷地 
約 5,500 ㎡

延床 
約21,000㎡

収容台数 
700 台の立

体駐車場 

完 成

(平成６

年４月)

（仮称）20
街区立体駐

車場 

政-7 駐車場 つくば

市吾妻 
敷地 
約8 ,600㎡

収容台数約 
850 台の立

体駐車場 

 

（仮称）東 
立体駐車場 

政-7 駐車場 つくば

市吾妻 
敷地 
約  8,000㎡

収容台数約 
500 台の立

体駐車場 

 

（仮称）北 
立体駐車場 

政-7 
 

駐車場 
 

つくば

市吾妻 
敷地 
約  7,000㎡

収容台数約 
400 台の立

体駐車場 
 

 

（仮称）天久

保立体駐車

場 

政-7 駐車場 つくば

市天久

保 

敷地 
約  5,500㎡

収容台数約 
500 台の立

体駐車場 

 

（仮称）南２

立体駐車場 
政-7 
 

駐車場 
 

つくば

市竹園 
敷地 
約10,100㎡

収容台数約 
700 台の立

体駐車場 

 

 
  [中核的民間施設以外の施設] 

種    類 
施 設 名 

分類 施設の区分
位 置 規  模 機   能 備考 

つくば国際
コンベンシ
ョンホール 

政 
-15 

多目的ホー
ル 

つくば 
市竹園 

敷地 
約 7,200 ㎡
延床 
約12,000㎡

国際会議の開
催と連動した
展示，催事等
の機能をもつ
施設 

 

つくば市民
交流センタ
ー 

政 
-15 

多目的ホー
ル 

つくば 
市竹園 

敷地 
約 9,100 ㎡
延床 
約10,000㎡

スポーツ大
会，音楽コン
サート等市民
の多様な活動
の場となる施
設 

完 成

(平成 8
年 7 月)
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③牛久北部地区 
[中核的民間施設] 

種    類 
施 設 名 

分類 施設の区分
位 置 規  模 機  能 備考 

牛久フロン

ティア・ビ 
ジネスパー 
ク 

政‐8 インテリジ

ェントビル

牛久市 
中根町 

敷地 
約20,000㎡
 （予定）

延床 
約58,000㎡
階数 
地上 24 階

地下 3 階 

高度情報化時

代の業務活動

に対応する諸

機能を備えた

インテリジェ

ントビル 

 

牛久北部東

立体駐車場 
政‐7 駐車場 牛久市

中根町 
敷地 
約 5,000 ㎡

 （予定）

延床 
約24,000㎡

収容台数 
７９０台の立

体駐車場 
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（２）中核的民間施設の運営に関する基本的な事項 
中核的民間施設への入居等については東京都区部からの移転を促進  

するよう配慮する。また，当該施設は，土浦・つくば・牛久業務核都

市における中心的，先導的施設であることから，その適切な運営によ

り業務施設の誘致を促進するとともに，地域産業，文化等の振興に配

慮し，利用者の確保及び増大に努める。 
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５．公共施設等の整備の方針に関する事項 
 業務核都市の育成上，重要な公共施設の整備，特に，河川，道路，鉄軌道，

下水道，公園等の都市基盤の整備促進を図ることとするが，その基本的方針

は以下のとおりである。 
 なお，情報化，高齢化，国際化等に対応し，個々人が良好で充足した生活

が送れるよう，教育・文化施設等公益的施設の整備も併せて推進する。 
（１）河川等 

桜川においては，都市住民のいこいの場として開放するための緑地    

整備や河川景観の美化及び上流部において砂防事業を進める。小野川    

においては，牛久北部地区の整備に合わせて，河川改修等を積極的に    

推進する。 
    また，当地域の洪水被害を防ぐとともに安定的な水利用を確保する    

ために行われてきた霞ヶ浦開発事業が平成７年度に完成した。今後も，

さらに霞ヶ浦の水質浄化と水資源開発を目的として霞ヶ浦導水事業等

の整備を推進する。 
（２）道路 

東京都区部，成田国際空港，他の業務核都市等との連絡を円滑に   

するため，広域幹線道路の整備を促進する。また，当地域内の交通円

滑化のため，幹線道路のバイパスを整備するとともに，地域内街路を

他の交通施設と関連付けながら，体系的に整備する。 
（３）鉄軌道 

研究学園中央地区と東京都区部とのアクセスを円滑化するため，平

成１７年秋の開業に向けつくばエクスプレスの建設を促進するととも

に，土浦駅前地区及び牛久北部地区と東京都区部とのアクセスを円滑

化するためＪＲ常磐線の東京駅乗り入れについて関係者と調整する。

また，業務施設集積地区間の連絡を強化するための新交通システムの

整備を検討する。 
 （４）下水道 

快適な居住環境を創出するとともに，霞ヶ浦，利根川等の水質保全   

を図るため，霞ヶ浦湖北，霞ヶ浦常南等の流域下水道事業及び公共下

水道事業を促進する。 
（５）公園 
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レクリエーション活動に対する需要に応えるとともに，景観の保全，   

災害時等の避難施設としての機能を総合的に発揮できるように公園及

び緑地の整備を推進する。特に，つくばエクスプレス沿線開発地区及

び牛久北部地区等，新たな市街地整備を行う際には，新市街地の都市

環境の向上に資する公園の整備を推進する。 
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６．環境の保全，地価の安定その他整備に際し配慮すべき事項 
（１）地域の振興又は整備に関する計画等との調和 

２１世紀の国土のグランドデザイン（全国総合開発計画），第五次首

都圏基本計画及び茨城県長期総合計画（改定）に定められた当地域の

基本方向に従い，諸機能の導入を図るとともに，県内各都市との有機

的連携を図り，自立都市圏の形成，充実に向けた整備を進める。また，

国において策定されている各種の公共事業関係の長期計画に従った施

設整備を図る。 
（２）環境の保全 

新たに市街地開発を行う区域等における業務機能等の集積に伴い生   

じる人口，自動車交通の増加等による大気汚染及び生活排水による水

質汚濁等の公害について，これらの防止，抑制に努めるとともに，廃

棄物の減量化等の適正な措置を講じるなど，環境保全に十分配慮する。 
（３）地価の安定 

平成１７年秋につくばエクスプレスの開業が予定されており，沿線

開発地域の土地需要の増加が予想されることから，今後とも，地価の

動向，土地取引の状況等を注視し，必要に応じ監視区域の指定を行う

など，地価の高騰が生じないよう留意する。 
（４）適正かつ合理的な土地利用 

都市景観の形成に配慮しつつ，調和のとれた業務核都市にふさわし   

い空間の形成を図り乱開発を防止するため，土地利用関係法令の適切

な運用を行う。業務施設集積地区については，秩序ある整備を推進す

るため，計画的，一体的面整備の実施を図る。また，国土利用計画そ

の他の土地利用に関する計画に基づいた整備を行う。 
（５）災害の防止等 

災害の発生を予防し，または災害の拡大を防止するため，建築物の   

不燃化や，河川，道路，公園等の整備による都市の防災構造化対策等

に努める。 
    また，犯罪の発生を予防し，安全で安心なまちづくりを実現するた

め，防犯対策に必要な諸施設の整備等により都市生活のセキュリティ

の確保に努めるほか，交通の安全と円滑の確保に努める。さらに，適

切な治山対策や，多目的ダムの建設促進等による治水対策及び水資源 
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の確保に努める。 
（６）業務機能と居住機能の調和 

業務核都市の整備にあたっては，職住が近接した総合的な居住環境   

の形成を図るため，業務機能と居住機能の調和を図ることが必要であ

る。このため，業務機能の配置との関連に配慮し，牛久北部地区にお

ける中高層を中心とした住宅地の整備や，土浦学園線沿線地区，つく

ばエクスプレス沿線開発等，業務施設集積地区の周辺における住宅，

宅地の整備を推進する。 
（７）広域的な交通・通信体系についての配慮等 

業務核都市が相互に補完しつつ一体となった秩序ある東京都市圏を

形成するため，業務核都市相互の連携を図る道路や，広域連携拠点内

の各地を結ぶ道路等交通体系の整備が図られるよう配慮する。 
    また，情報受発信機能の強化を図るため，これに対応した情報・通   

信体系の整備を促進するよう配慮する。 
（８）事業の円滑な実施のための推進連絡体制の確立 

業務核都市の円滑な整備を促進するため，県内における調整・連絡   

体制の充実強化を図るとともに，関係市，関係事業者等の連携を確保

し，各主体が一体となった業務核都市整備が行われるよう努める。 
（９）業務機能の集積促進のための措置の実施 

業務機能の集積を促進するため，東京都区部に立地している民間事   

業者に対し，業務核都市の整備に係る支援措置を講ずるとともに，実

施されている事業等についての PR 活動を行う等，各種の措置の実施

に努める。 
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別表１ 
 

業務施設集積地区名 土浦駅周辺地区 

市 名 区         域 

土浦市 川口１丁目，川口２丁目，港町１丁目３４１４番から３５０１番まで， 

４７０７番から４７１１番まで，桜町１丁目，桜町２丁目，桜町３丁目，

桜町４丁目まで，有明町，大和町，中央１丁目，中央２丁目，城北町， 

東崎町，大手町，大町，文京町，千束町，生田町１５１３番１から１５ 

４８番９まで，田中１丁目１３１１番から１３３３番３まで，１３５５ 

番から１３７８番２まで，１３９２番１から１４１５番まで，１４２５ 

番１から１４３６番５まで，１４４１番１から１４４２番７まで，田中 

２丁目１４４３番１から１５１２番４まで，１６６１番１から１７０５ 

番まで，田中３丁目１８３３番１から１８６１番９まで，立田町３番１ 

８，３番２６，３番２７，３番３２，３番３４，３番３６，３番３９， 

３番４１，３番４６から３番５０まで，３番５９，３番６０，２９２番 

から３０５番まで，真鍋１丁目，真鍋新町１０９５番２，１２０７番６，

１２２０番，１２２４番から１２３９番まで，１２５０番，１２５１番，

１２５５番，１２９３番，１６０９番，１６１１番，３６２８番から３ 

６７２番まで，４７０７番，５０９０番から５１５５番まで，湖北１丁 

目，湖北２丁目５２２３番，５２３３番から５３００番まで，５３１７ 

番から５３３０番までの区域 
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別表２ 
 

業務施設集積地区名 研究学園中央地区 

市 名 区         域 

つくば市 上沢，大穂，立原，南原，旭，西沢，北郷，西原，花畑１丁目７番，１ 
１番，１３番，１７番，花畑２丁目３番，４番，１１番，１２番，花畑 
３丁目２番，６番，１３番，１４番，２１番，２９番，３２番１及び７，

３２番８から１４まで，天王台１丁目，天王台２丁目，天王台３丁目， 
天久保１丁目１番から５番まで，６番１及び２，７番１，１４及び１５，

８番１及び２，１６番から１９番まで，天久保２丁目１番，１４番から 
１８番まで，天久保３丁目１番，４番，１０番，１３番１，３及び４， 
１４番４から６まで，１４番１０，１３，１５及び１６，１５番１，２ 
及び９，１６番１，２及び８，１９番から２１番まで，天久保４丁目１ 
番，２番，６番，１０番，春日１丁目１番から４番まで，春日２丁目１ 
番，２番，６番２及び３，１３番３，１４番，１８番，１９番，２４番，

２５番，２９番，３３番，３６番から３８番まで，春日３丁目 1 番，１ 
２番，２４番，春日４丁目１番，吾妻１丁目５番から１４番まで，吾妻 
２丁目４番から１１番まで，吾妻３丁目１番から３番まで，４番２，７ 
番１及び１５，８番１，９及び１０，９番１から３まで，９番１５から 
１７まで，１０番，１１番，１５番，１６番，２０番２，吾妻４丁目１ 
８番，１９番，竹園１丁目１番から１２番まで，竹園２丁目２番１及び 
４から７まで，６番１，５から７まで，７番１，２，１３，１６及び１ 
７，９番，１０番，１２番１，１３番１０，１６番１，１７番，１８番，

竹園３丁目１８番から２３番まで，東新井１番から３番まで，８番から 
１４番まで，１８番７及び８，１９番５から１４まで，２０番，２４番 
１から６まで，２８番，２９番，３２番６から１０まで，３６番７，３ 
７番，３８番，千現１丁目１番から１２番まで，千現２丁目１番，並木 
１丁目，並木４丁目１番から４番まで，１７番，梅園１丁目，梅園２丁 
目１番，７番，２５番１０から１５まで，２６番１１から１４まで，稲 
荷前１０番７から１１まで，１１番，１３番９から１３まで，３１番か 
ら３４番まで，東１丁目，東２丁目９番１０から１４まで，１０番１０ 
から１６まで，３０番７から９まで，３１番５及び６，長峰，二の宮１ 
丁目１番から３番まで，１１番，１３番，２３番，二の宮２丁目１番， 
１２番，二の宮３丁目１番から１０番まで，１３番，１６番，２２番， 
２４番１３から１７まで，２５番６及び７，２８番２，二の宮４丁目４ 
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番２から４まで，６番２及び３，８番１及び２，１４番，小野川１６番，

松代１丁目１番，５番から１０番まで，１７番，１８番，松代２丁目１ 

番から５番まで，７番，１２番，１４番，１５番から２１番まで，松代 

３丁目１３番，１４番，２０番，松代４丁目１番，２番，３番１及び２，

１５番から２１番まで，２７番，西郷１番から３番まで，２０番から２ 

３番まで，大わし，藤本，八幡台，観音台２丁目，観音台３丁目，高野 

台１丁目，高野台２丁目２番，３番，８番，９番，高野台３丁目１番， 

６番，７番，１７番から２０番まで，松の里１番１から１番４まで，１

０１番から１０５番まで，西の沢１番から３番まで，４番１及び２，１

０１番から１０７番まで，２０１番から２０３番まで，池の台１番１及

び２，２番１から２番３まで，３番１から３番８まで，４番，１０１番

から１０５番まで，若葉２０１番の一部，牧園１番１から１番１９まで，

１０１番 
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別表３ 
 

業務施設集積地区名 牛久北部地区 

市 名   区          域 

牛久市 牛久市東猯穴町字行人田５８１番１から５８２番１まで，字東屋津１３ 
５０番１から１３５３番２まで，字山合４９５番１から４９７番３まで，

字椚木下１１８２番１から１１８５番２まで，字東谷１１８６番１から 
１２１９番２まで，字谷渕５５６番１から５５９番２まで，字柏木立１ 
３５６番２及び３，１３７１番１及び３，１３７２番１，１３７２番３ 
から６まで，１３７５番１，１３７６番１から１３７８番８まで，１３ 
７９番２，６及び７，字志の立５６０番から５７７番まで，字長田５７ 
９番１から５８０番１まで，字下山５８３番から５９５番３まで，１１ 
４４番から１１８０番３まで，字馬場４６８番から４８８番３まで，４ 
８９番３，４９０番から５０５番３まで，５１０番１，５１１番１，５ 
１２番１，５１５番１，５１６番１及び５，５９６番１，５９８番，６ 
０１番１及び２，６０３番から６０５番まで，字東山１２２０番３及び 
７，１２２２番１から１２３５番２まで，字笹久保１２３６番１から１ 
２５１番２まで，東大和田町字一里塚番外３番１から５１９番６まで， 
字鳴神５３８番から５５３番まで，字ヤツ４５０番から５０４番２まで，

字下ヤツ４４４番１から４４９番２まで，字 塚５４６番から５５２ 
番まで，字まかり松４７３番１から４８４番２まで，字くよふ塚５０９ 
番１から５３７番４まで，字せんかミ４６２番から５０８番１まで，字 
細谷原４２１番から４４３番まで，字原畑４８５番１から４８７番４ま 
で，字おんだし４１５番から４２０番２まで，字小山３番３及び４，４ 
番２，字坂本４１１番から４１３番まで，字往還端４８０番５から９ま 
で，４８２番１から４８３番４まで，４８８番１から４９０番５まで， 
中根町字一里塚番外４番から６４８番４まで，字おんだし４８５番１か 
ら５０３番２まで，字上谷ツ６０９番から６２１番１まで，字下夕谷ツ 
４０８番１から６０８番まで，字林窪３８８番１から５まで，字池下１ 
０番から１４番２まで，字供養塚４５６番から６３９番２まで，字鳴神 
番外２番から６４９番まで，字箸塚番外１番１から４４７番まで，字原 
田１番から４１７番まで，字細谷 ５９１番１から５９４番まで，字 
免ヤツ４０６番１から４３５番５まで，字中久喜４１８番１から４２９ 
番３まで，字原畑４６２番から４７２番３まで，字曲がり松４７３番か 

ら４７９番６まで，字松ノ宮３７５番１及び２，３７５番６から１０ま 
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 で，３７５番１２から２０まで，３７５番２２から４４まで，３７５番 
４６から５１まで，３８２番９及び１０，３８２番１２から１４まで， 
３８２番１７，３８２番２４から２６まで，３８３番１から３８４番３ 
まで，３８５番２，字加城１５番から１３１番１まで，１３３番，１３ 
４番，１３５番２，１３６番１及び３，１３９番１及び３，１４０番１ 
及び３，字小山１４２番１及び４，１４５番１及び２，１４６番１及び 
３，１４８番１及び３，１４９番１及び３，字飛田窪３６３番から３７ 
４番７まで，字往還端３８９番１から３９０番２８まで，字坊ノ下１１ 
６番から１１７番２まで，下根町字加上３４４番から３７７番まで，字 
細田４４１番から４５８番まで，字ヤツノ上４３３番１から４４０番３ 
まで，字六斗薪４０７番１から４１１番まで，字くとり塚１４６３番１ 
から１２まで，字弐はん割１４５１番，字荒地４０４番及び４０５番， 
字本郷道１４９９番から１５０２番３まで，字堀尻１２１３番１，１２ 
１４番１，１２１５番１，１２１６番１，１２１７番１，１２１９番２ 
から１２２９番３まで，１２３９番１から１２４５番１まで，１２４８ 
番１，１２４９番１，１２５４番２，１４４６番１から５まで，字原坂 
４６５番１から４６７番まで，字池袋３７８番から３８１番２まで，３ 
８７番，字八幡後３４１番１及び２，３４２番２及び３，３５０番２， 
字宅地後３５５番２から３５７番２まで，３６４番２及び３，３６５番 
２及び３，３６９番１，３７１番２，３７１番４及び５，３７４番２， 
３８２番１，２及び４，字原坂向４６０番から４６３番２まで，４６６ 
番１及び２，４７１番，字池袋上３８４番２から８まで，字釜田上３８ 
６番１，３９４番１，字中みい３４０番，３４３番，字隼人山４３１番 
２及び３，４３１番５，４３１番７から１０まで，字釜田３８８番１か 
ら３９５番まで，４００番６から４０３番まで，４０６番，字細田上４ 
５９番２及び３，字千上４１２番から４２９番３まで，４３０番３，字 
中下根１５２０番１から１５２９番４まで，１５５３番１，１５５５番 
１及び２，１５５５番５，１６２８番から１６３０番まで，１６３９番 
１から１６７８番まで，１６８１番，１６８６番，１６８７番，１６９ 
４番，１６９５番，１７０２番から１７０５番３まで，１７０５番５か 
ら１７０７番４まで，１７１１番１から６まで，１７１１番８から１７ 
１２番２まで 
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○平成５年 ２月  １日  承認 

○平成 16 年 ７月２３日  一部変更同意 

 

 

土浦・つくば・牛久業務核都市基本構想 

平成１６年７月 

 

茨城県企画部地域計画課 

〒310‐8555 水戸市笠原町９７８番６ 

TEL 029‐301‐2735 FAX 029‐301‐2739 

 


